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東
京
都
と
都
内
全
62
区
市
町
村
で

は
、オ
ー
ル
東
京
で
町
・
都
民
税
の
給

与
天
引
き（
特
別
徴
収
）を
推
進
し
て

い
ま
す
。

　

法
令
の
規
定
に
よ
り
、所
得
税
の

源
泉
徴
収
義
務
が
あ
る
事
業
者
は
、

従
業
員
の
町
・
都
民
税
を
毎
月
の
給

与
か
ら
特
別
徴
収
し
、町
に
納
付
す

る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

特
別
徴
収
の
メ
リ
ッ
ト

▼
従
業
員…

個
人
住
民
税
の
納
め
忘

れ
が
あ
り
ま
せ
ん
。
普
通
徴
収
の

納
期
が
、
原
則
年
４
回
で
あ
る
の
に

対
し
、
特
別
徴
収
は
年
12
回
で
あ

る
た
め
、
１
回
の
負
担
が
少
な
く
て

す
み
ま
す
。

▼
事
業
主…

特
別
徴
収
す
る
税
額
は

町
か
ら
通
知
し
ま
す
の
で
、
所
得
税

の
よ
う
な
税
額
計
算
や
、
年
末
調
整

を
す
る
手
間
は
掛
か
り
ま
せ
ん
。

従
業
員
の
町
・
都
民
税
を

給
与
天
引
き
し
て
い
な
い

事
業
者
の
方
へ　　　　　

〜
特
別
徴
収
に
ご
協
力
を
〜

個人住民税ＰＲキャラクター
ぜいきりん

町・都民税の申告受付

Ｐ

個人住民税 キ ラクタ

申
告
に
持
参
す
る
も
の

○
印
鑑

○
所
得
を
証
明
す
る
も
の（
源
泉

徴
収
票
、事
業
主
の
支
払
証
明

書
、収
支
明
細
書
な
ど
）

○
社
会
保
険
料
、生
命
保
険
料
、

地
震（
長
期
損
害
）保
険
料
、国

民
年
金
保
険
料
、国
民
年
金
基

金
の
掛
金
、個
人
年
金
保
険
料

お
よ
び
医
療
費
控
除
な
ど
の
領

収
書
、ま
た
は
支
払
っ
た
額
を

証
明
で
き
る
も
の

○
障
害
者
控
除
を
受
け
る
方
は
、

手
帳
な
ど
証
明
す
る
書
類

○
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
に
係
る
本
人
確

認
書
類（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

ま
た
は
番
号
確
認
書
類
お
よ
び

身
元
確
認
書
類
）の
写
し
な
ど

を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

※

申
告
書
に
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
記

載
が
必
要
で
す
。

　
〈
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
に
係
る
本
人
確

認
を
行
う
と
き
に
使
用
す
る
書

類
の
例
〉

▼
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド（
個
人
番

号
カ
ー
ド
）の
み
で
番
号
確
認
お

よ
び
身
元
確
認
が
で
き
ま
す
。

▼
通
知
カ
ー
ド
な
ど
の
番
号
確
認

の
み
の
場
合
は
、運
転
免
許
証

な
ど
身
元
確
認
書
類
も
ご
持

参
く
だ
さ
い
。

※

医
療
費
控
除
に
は
必
ず
領
収

書
が
必
要
で
す
の
で
、あ
ら
か
じ

め
病
院
ご
と
に
合
計
金
額
を
計

算
し
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。

※

申
告
書
は
郵
送
で
も
受
け
付

け
ま
す
。

　

平
成
29
年
１
月
１
日
現
在
に
住

所
を
有
す
る
区
市
町
村
へ
個
人

住
民
税
の
申
告
書
を
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

町
・
都
民
税
の
申
告
を

し
な
く
て
も
よ
い
方

○
所
得
税
の
確
定
申
告
書
を
税

務
署
に
提
出
す
る
方

○
給
与
収
入
の
み
で
勤
務
先
か
ら

給
与
支
払
報
告
書
が
町
に
提

出
さ
れ
て
い
る
方

○
公
的
年
金
な
ど
の
収
入
の
み
で

日
本
年
金
機
構
な
ど
か
ら
公
的

年
金
等
支
払
報
告
書
が
町
に

提
出
さ
れ
て
い
る
方

○
給
与
収
入
、公
的
年
金
な
ど
の

収
入
の
み
で
、勤
務
先
・
日
本
年

金
機
構
な
ど
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
給

与
支
払
報
告
書
・
公
的
年
金
等

支
払
報
告
書
が
町
に
提
出
さ
れ

て
い
る
方

○
同
世
帯
の
親
族
に
扶
養
さ
れ
て

い
る
方
で
、所
得
が
31
万
５
千
円

以
下
の
方

※

各
種
控
除
の
適
用
を
受
け
よ
う

と
す
る
方
は
除
き
ま
す
。

所
得
が
な
か
っ
た
方
で
も   

｢

非
課
税
証
明
書｣

が
必
要

と
な
る
方
は
申
告
を
し
て

く
だ
さ
い

　

申
告
書
裏
面
の「
収
入
の
な
か
っ

た
方
」の
欄
へ
記
入
し
、ご
提
出
く

だ
さ
い
。申
告
さ
れ
な
い
場
合
、

「
非
課
税
証
明
書
」が
必
要
な
際

に
交
付
を
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

日  程 受付時間場  所
元狭山コミュニティセンター
長岡コミュニティセンター

武蔵野コミュニティセンター

町民会館（ホール）

2月7日㈫
2月9日㈭

2月10日㈮
2月16日㈭～3月15日㈬

午前9時～11時
午後1時～4時

※ただし、2月1日㈬・2日㈭は青
梅税務署職員などによる出張
相談、2月3日㈮は税理士によ
る無料申告相談となりますの
でご了承ください。なお、開設
時間が異なりますので前ペー
ジでご確認ください。

午前中は大変混雑し
ますので午後のご来
場をお勧めします。混
雑状況により、早めに
受け付けを締め切る場
合がありますのでご了
承ください。

平成29年度の町・都民税の申告受付会場（所得税および復興特別所得税の確定申告も受け付けます）

※土地・家屋・株式などの譲渡所得、青色申告、農業・営業などの所得、雪害などの雑損控除、
消費税、相続税、贈与税は青梅税務署に直接申告してください。

問合せ　税務課　　557―7519　

福生消防署
瑞穂出張所

商工会

Ｐ

町民
会館

Ｐ

ＰＰ

Ｐ
狭山丘陵通り

学
校
通
り

スカイホール

Ｐ
Ｐ

Ｐ

役
場
通
り

仮庁舎

役場
役場

駐車場のご案内

�� �������	
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●
所
得
税
お
よ
び
復
興
特
別
所
得
税
の

　　　

確
定
申
告
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
方

【
事
業
所
得
や
不
動
産
所
得
な
ど
が
あ
る
場
合
】

◎
平
成
28
年
中
の
事
業
所
得
や
不
動
産
所
得
な

　

ど
所
得
金
額
の
合
計
が
、基
礎
控
除
や
そ
の
他

　

の
所
得
控
除
の
合
計
額
を
超
え
る
方

【
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
な
ど
の
給
与
所
得
者
】

◎
平
成
28
年
中
の
給
与
な
ど
の
収
入
金
額
が
２

０
０
０
万
円
を
超
え
る
方

◎
給
与
所
得
や
退
職
所
得
以
外
の
所
得
金
額
の

合
計
が
20
万
円
を
超
え
る
方

◎
2
カ
所
以
上
か
ら
給
与
な
ど
の
支
払
い
を
受

け
て
い
る
方

【
同
族
会
社
の
役
員
ま
た
は
そ
の
他
親
族
な
ど
の
場
合
】

◎
同
族
会
社
か
ら
の
給
与
の
ほ
か
に
、次
の
収
入

の
あ
る
方

　

①
同
族
会
社
へ
の
貸
付
金
の
利
息

　

②
不
動
産
、動
産
、営
業
権
な
ど
の
賃
借
料

　

③
機
械
、器
具
な
ど
の
使
用
料

【
納
税
に
つ
い
て
】

　

納
期
限
は
、申
告
期
限
と
同
じ
3
月
15
日
㈬

で
す（
納
期
限
に
遅
れ
て
納
付
す
る
と
延
滞
税
が

掛
か
る
場
合
が
あ
り
ま
す
）。

　

納
税
に
は
便
利
な
口
座
振
替
を
ご
利
用
く
だ

さ
い
。

●
確
定
申
告
を
す
る
と
所
得
税
お
よ
び

　　　

復
興
特
別
所
得
税
が
還
付
さ
れ
る
方

　

給
与
所
得
者
で
確
定
申
告
を
す
る
必
要
の
な

い
方
で
も
、次
の
よ
う
な
場
合
は
確
定
申
告
を
す

る
と
源
泉
徴
収
さ
れ
た
所
得
税
お
よ
び
復
興
特

別
所
得
税
が
還
付
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

◎
雑
損
控
除
、医
療
費
控
除
、寄
附
金
控
除
、住

　

宅
借
入
金
等
特
別
控
除
な
ど
を
受
け
る
こ
と

　

が
で
き
る
方

◎
年
の
途
中
で
退
職
し
、そ
の
後
再
就
職
し
て
い
な

　

い
た
め
、年
末
調
整
を
受
け
て
い
な
い
方

※

確
定
申
告
を
す
る
必
要
の
な
い
方
が
還
付
を

　

受
け
る
た
め
に
確
定
申
告
を
す
る
場
合
、給
与

　

所
得
や
退
職
所
得
以
外
の
所
得
金
額
が
20
万

　

円
以
下
で
あ
っ
て
も
、そ
れ
も
含
め
て
申
告
し
な

　

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

※

還
付
を
受
け
る
た
め
の
申
告
書
は
、税
務
署
で

　

は
2
月
15
日
㈬
以
前
で
も
提
出
で
き
ま
す
。

●
介
護
保
険
に
つ
い
て

　

介
護
保
険
の
サ
ー
ビ
ス
利
用
料
が
、確
定
申
告
で

医
療
費
控
除
の
対
象
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

介
護
保
険
料
は
健
康
保
険
や
年
金
の
掛
金
と

同
様
、社
会
保
険
料
控
除
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

●
公
的
年
金
の
申
告
に
つ
い
て

　

平
成
28
年
分
の
公
的
年
金
な
ど
の
収
入
金
額

の
合
計
金
額
が
４
０
０
万
円
以
下
で
、か
つ
、公
的

年
金
な
ど
に
係
る
雑
所
得
以
外
の
所
得
金
額
の
合

計
が
20
万
円
以
下
で
あ
る
場
合
に
は
、所
得
税
お

よ
び
復
興
特
別
所
得
税
の
確
定
申
告
を
す
る
必

要
が
あ
り
ま
せ
ん
。

　

こ
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、所
得
税
お
よ
び
復
興
特

別
所
得
税
の
還
付
を
受
け
る
た
め
の
確
定
申
告

書
を
提
出
す
る
こ
と
は
で
き
ま
す
。た
だ
し
、所
得

税
お
よ
び
復
興
特
別
所
得
税
の
確
定
申
告
が
必

要
の
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、住
民
税
の
申
告
が
必

要
な
場
合
が
あ
り
ま
す
。

内　容

青梅税務署での受付

2月9日㈭～3月31日㈮
午前9時～午後5時
（受付は午前8時30分から）
※土・日曜日、祝日を除く

2月19日㈰・26日㈰
午前9時～午後5時
（受付は午前8時30分から）

2月1日㈬・2日㈭
午前9時30分～11時
午後1時～3時

2月3日㈮
午前9時～10時30分
午後1時～3時

青梅税務署職員などによる
出張相談

税理士による無料申告相談
※医療費の領収書などが後日
　必要になる方は税務署で
　ご相談ください。

青梅税務署

立川税務署

町民会館
（ホール）

立川税務署での受付

日　時 場　所 備　考

身体障がい者用車両を除き、青梅税務
署の駐車場は使用できません。お越しの
際は、公共交通機関またはお近くの有料
駐車場のご利用をお願いします。

印鑑、申告書の作成に必要な書類、前年
分の確定申告書の控えをご持参ください。
譲渡所得、贈与税、内容が複雑な相談な
どについては税務署でご相談ください。

国税の領収および納税証明書の発行は
行いません。

平成28年分の所得税および復興特別所得税の確定申告書の提出・納税期限は
2月16日㈭から3月15日㈬までです。申告書作成・提出会場を次のとおり開設します。

※申告書作成・提出会場は大変混雑します。申告の内容によっては作成に相当の時間を要しますので、余裕を持ってお越しください。

所得税および復興特別所得税の確定申告

問
合
せ　

　

▼
所
得
税
お
よ
び
復
興
特
別
所
得
税
に
関
す
る
こ
と

　
　

青
梅
税
務
署　
　

0
4
2
8（
22
）3
1
8
5

　

▼
住
民
税
に
関
す
る
こ
と

　
　

税
務
課　

  

5
5
7
ー
7
5
1
9
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2億8,992万円
(49.14%)
2億8,992万円
(49.14%)

平成27年度後期高齢者医療特別会計の決算状況
　加入者の増加や医療の高度化などにより、療養給付費負担金（医療機関などに支払う費用）が増加しています。皆さまが
健康であることが医療費を抑制することにもつながります。日ごろからの健康づくりや病気の予防を心掛けましょう。

問合せ　住民課　　557―7578

保険給付費保険給付費
1,165万円(2.0％)1,165万円(2.0％)

総務費
471万円(0.8%)

広域連合負担金広域連合負担金
5億3,982万円(93.6%)5億3,982万円(93.6%)

保険事業費保険事業費
1,559万円(2.7%)1,559万円(2.7%)

諸支出金
497万円(0.9％)

後期高齢者医療保険料後期高齢者医療保険料
2億6,602万円(45.1％)2億6,602万円(45.1％)

繰入金繰入金

諸収入
2,728万円(4.6%)

繰越金
673万円(1.1%) 保険料負担金保険料負担金

療養給付費負担金療養給付費負担金

保険基盤安定負担金保険基盤安定負担金

事務費負担金事務費負担金

財政安定化基金負担金等財政安定化基金負担金等

広域連合負担金の内訳

2億5,954万円2億5,954万円

1億9,961万円1億9,961万円

5,037万円5,037万円

1,003万円1,003万円

2,026万円2,026万円

5億8,995万円
歳入

5億7,674万円
歳出

平成27年度介護保険特別会計の決算状況

歳入
　加入者の皆さまが納めた保険料（65歳以上の加入者「第1号被保険者」が納めた保険料と、40歳から64歳までの医療保
険加入者「第2号被保険者」が納めた保険料＝支払基金交付金）のほか、国や都からの支出金で歳入の84.7％を占めていま
す。また、保険給付費などの町負担分として一般会計から3億781万円を繰り入れました。

歳出
　保険給付費が全体の91.9％を占めています。残りの8.1％は、総務費（人件費や事務費など）、地域支援事業費（介護予防
のための費用など）、国や都などへの負担金返還額を含む諸支出金等です。なお、保険給付費は、50％を加入者の皆さまが
納めた保険料で負担し、残りを国25％、都12.5％、町12.5％の割合（居宅給付費の場合の割合）で負担しています。

平成２６年度と比較し保険給付費は減額になりました
　歳出では、平成26年度と比べると、保険給付費が前年比約0.7％減の1,212万円減額となりました。施設サービスの利用
者が減ったことによる施設サービス給付費の減額が主な原因です。しかし、高齢者人口は確実に増加しており、このように保
険給付費の減額が毎年続くような可能性は低いと思われます。平成26年度まで保険給付費は毎年度増加しており、今後、
保険給付費は再び増加していくことが予測されます。また、保険給付費が増加していくと、国・都・町の公費負担分も負担割
合に応じて増加していくことになります。

６５歳以上の加入者１人当たりの保険料と保険給付費
　６５歳以上の加入者1人当たりの保険料は、平均すると年額6万3,644円でした。
　介護サービス利用者1人当たりの保険給付費は、平均すると施設サービス給付費が年額358万1,885円、居宅サービス給
付費が年額118万8,012円となりました。平成26年度と比べると、施設サービス給付費は利用者が減り減額しており、居宅
サービス給付費は利用者が増え増額となっています。
　皆さまが元気でいることにより、給付費の伸びが抑えられます。町ではさまざまな介護予防事業を行っていますので、ぜひ
ご参加ください。

問合せ　高齢課　　557―0594

保険給付費の経年の増加状況

平成26年平成26年
18億6,049万円
（前年度比　1億833万円増　約6.2％増）
18億6,049万円
（前年度比　1億833万円増　約6.2％増）

平成27年平成27年
18億4,837万円
（前年度比　1,212万円減　約0.7％減）
18億4,837万円
（前年度比　1,212万円減　約0.7％減）

平成25年平成25年
17億5,216万円
（前年度比　4,091万円増　約2.4％増）
17億5,216万円
（前年度比　4,091万円増　約2.4％増）

平成24年平成24年
17億1,125万円
（前年度比　2億981万円増　約14.0％増）
17億1,125万円
（前年度比　2億981万円増　約14.0％増）

20億3,952万円
歳入

20億1,147万円
歳出

支払基金交付金支払基金交付金
5億2,655万円
(25.8％）
5億2,655万円
(25.8％）

総務費
6,932万円
(3.5%)

地域支援事業費
3,861万円(1.9%)

その他（諸支出金等）
5,517万円(2.7%)

保険給付費保険給付費
18億4,837万円(91.9％）18億4,837万円(91.9％）

介護保険料介護保険料
5億4,199万円
(26.6％）
5億4,199万円
(26.6％）

国庫支出金国庫支出金
3億6,806万円
(18.0％）
3億6,806万円
(18.0％）

　都支出金　都支出金
2億9,190万円
　(14.3％）
2億9,190万円
　(14.3％）

一般会計からの繰入金一般会計からの繰入金
3億781万円(15.1％）3億781万円(15.1％）

その他（繰越金等）
321万円（0.2％）

国民健康保険税
7億8,814万円(16.7%)

国庫支出金
9億1,801万円(19.5%)

療養給付費等交付金
9,331万円(2.0％)

前期高齢者交付金
8億8,420万円(18.8%)

都支出金
2億9,873万円(6.3%)

共同事業交付金
10億2,869万円(21.9%）

繰入金
6億1,570万円(13.1%)

繰越金
7,110万円(1.5%)

諸収入等
962万円(0.2%)

保険給付費
26億4,555万円(56.5%）

総務費等
7,031万円(1.5%)

保健事業費
3,727万円(0.8%)

共同事業拠出金
10億7,144万円(22.9%)

後期高齢者支援金等
6億1,048万円(13.1%)

介護保険納付金
2億4,477万円(5.2%)

�� �������	
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平成27年度国民健康保険特別会計の決算状況
歳入
　歳入の主なものは、加入者の皆さまが納めた保険税のほか、国庫支出金・都支出金、前期高齢者交付金、共同事業交付金お
よび療養給付費等交付金で、歳入の85.2％を占めています。保険税の収納率は平成26年度に比べ1.7ポイント上昇しました。
　しかし、これらの歳入だけでは年々増加する保険給付費などを支給できないため、町の一般会計から赤字補てん分として
4億6,700万円を繰り入れました。
※赤字補てん額は1人当たり4万2,328円です（多摩地区３０市町村で7番目に多い金額です）。

歳出
　歳出の主なものは、保険給付費、後期高齢者支援金等、共同事業拠出金で、全体の92.5％を占めています。後期高齢者
支援金等、介護保険納付金は、高齢化社会の進展および医療の高度化で毎年負担額が増えています。

加入者1人当たりの医療費と保険税
　加入者1人当たりの医療費と保険税は次のとおりです。
　平成26年度と比べると、医療費は8,587円増額の28万6,940円、保険税は2,452円増額の7万1,272円となりました。医療
費は医療の高度化、加入者の高齢化などで今後も増額することが見込まれます。皆さまの健康維持の心掛けをお願いします。
　今後も歳入の確保に努めるとともに、医療費の抑制などを図り、安定した国民健康保険財政の運営に努めていきますの
で、ご協力をお願いします。
※医療費は支払額の半分を国・都が負担し、残り半分が国民健康保険税となります。

特定健康診査を実施
　町では、加入者の皆さまに生活習慣病の予防をしていただくため、特定健康診査を毎年５月から１０月まで実施しています。
　皆さまが健康であることが医療費を抑制することにつながります。積極的に受診し、健康的な生活を心掛けましょう。

問合せ　住民課　　557―7578

65000 

66000 

67000 

68000 

69000 

70000 

71000 

72000 

73000 

H24 H25 H26 H27

67,713円

68,837円 68,850円

瑞穂町
西多摩地区

68,820円

71,272円
71,445円

72,079円
72,570円

200000 

250000 

300000 

350000 

H24 H25 H26 H27

247,582円

293,888円

260,924円

278,353円
286,940円

307,805円
314,502円

326,737円

国民健康保険税国民健康保険税
7億8,814万円(16.7%)7億8,814万円(16.7%)

国庫支出金国庫支出金国庫支出金
9億1,801万円(19.5%)9億1,801万円(19.5%)9億1,801万円(19.5%)

療養給付費等交付金療養給付費等交付金
9,331万円(2.0％)9,331万円(2.0％)

前期高齢者交付金前期高齢者交付金
8億8,420万円(18.8%)8億8,420万円(18.8%)

都支出金都支出金
2億9,873万円(6.3%)2億9,873万円(6.3%)

共同事業交付金共同事業交付金
10億2,869万円(21.9%）10億2,869万円(21.9%）

繰入金繰入金
6億1,570万円(13.1%)6億1,570万円(13.1%)

繰越金繰越金
7,110万円(1.5%)7,110万円(1.5%)

諸収入等諸収入等
962万円(0.2%)962万円(0.2%)

47億750万円
歳入

保険給付費保険給付費
26億4,555万円(56.5%）26億4,555万円(56.5%）

総務費等総務費等
7,031万円(1.5%)7,031万円(1.5%)

保健事業費保健事業費
3,727万円(0.8%)3,727万円(0.8%)

共同事業拠出金共同事業拠出金
10億7,144万円(22.9%)10億7,144万円(22.9%)

後期高齢者支援金等後期高齢者支援金等
6億1,048万円(13.1%)6億1,048万円(13.1%)

介護保険納付金介護保険納付金
2億4,477万円(5.2%)2億4,477万円(5.2%) 46億7,982万円

歳出

瑞穂町

瑞穂町と西多摩地区の医療費の比較 瑞穂町と西多摩地区の保険税の比較

西多摩地区

※西多摩地区…青梅・福生・あきる野・羽村市、奥多摩・日の出町、檜原村の、西多摩７市町村の平均値
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　地方自治体の行政活動は、貸借対照表で明らかにされる資産・負債などの状況だけでなく、人的サービスや給付サービス
などの資産形成につながらない行政活動が大きな比重を占めています。
　この行政サービスの1年間の状況を性質別コスト、目的別コストに分類したものが行政コスト計算書です。

[行政コスト]
●人に掛かるコストは、人件費と退職手当引当金繰入等の
減少により、前年度比2.1％の減少となりました。
●物に掛かるコストは、物件費で学童保育クラブ運営委託
料、維持補修費で道路維持補修などの増額により、前年
度比2.7％の増加となりました。
●移転支出的コストは、社会保障給付で保育園児童運営委
託料や介護給付費・訓練等給付費、補助金等で認証保育
所運営費補助金や西多摩衛生組合分賦金などの増額に
より、前年度比2.6％の増加となりました。
●その他のコストは、その他行政コストで固定負債の長期
未払金が減額したことにより、前年度7.8％の減少となり
ました。

[経常収益]
●経常収益は、分担金・負担金・寄付金で地方交付税保健
衛生費配分金が皆減したことにより、前年度比4.7％の減
少となりました。

●行政コスト計算書から分かること

※町民一人当たりの金額は、平成28年3月31日現在の住民基本台帳人口
  （＝33,822人）で算出しています。

【経常行政コスト】

【経常収益】

区　分

人に掛かる
コスト

物に掛かる
コスト

移転支出的な
コスト

その他の
コスト

経常行政コスト Ａ

B
C
D

金　額 町民一人当たり
（平成27年4月1日～平成28年3月31日）

①人件費    
②退職手当引当金繰入等    
③賞与引当金繰入額    
　小　　計
①物件費    
②維持補修費    
③減価償却費    
　小　　計
①社会保障給付    
②補助金等    
③他会計等への支出額    
④他団体への
　公共資産整備補助金等    
　小　　計
①支払利息    
②回収不能見込計上額    
③その他行政コスト    
　小　　計

使用料・手数料      
分担金・負担金・寄附金      
　経常収益（Ｂ＋Ｃ）      

2億2,699万円
  6,640万円
2億9,339万円

6,712円
1,963円
8,675円

125億8,223万円 372,013円　純経常行政コスト（Ａ－Ｄ）

  18億1,038万円
8,527万円
   7,751万円

 19億7,316万円
  25億 736万円 

  7,314万円
   15億2,775万円
  41億 825万円
  26億5,435万円 
  15億8,817万円
  18億7,837万円

2億3,498万円   
63億5,587万円

4,881万円
 5,066万円

   3億3,887万円
   4億3,834万円
128億7,562万円

53,527円
2,521円
2,292円
58,340円
74,134円
2,163円
45,170円
121,467円
78,480円
46,958円
55,536円

6,947円

187,921円
1,443円
1,498円
10,019円
12,960円
380,688円

◎分析
　経常行政コスト全体では、前年度比1.5％の増加となりました。
経常行政コストに占める経常収益の割合は2.3％にすぎず、経常
行政コストの多くが受益者負担金以外の地方税などで賄われて
います。

移転支出的なコストとは
　個人や団体に支出して効果
が出てくるような費用で、社会
保障給付、補助金等、他会計等
への支出額、他団体への公共資
産整備補助金等を計上してい
ます。

その他のコストとは
　上記の三つに属さない費用で、
支払利息、回収不能見込計上額、そ
の他行政コストを計上しています。

行政コスト計算書

人に掛かるコストとは　　
　行政サービスを担う町職員に
要する費用で、人件費や退職手
当引当金繰入等を計上していま
す。

物に掛かるコストとは　　
　行政サービスの提供に必要
な消費的な経費や、バランス
シートに計上された有形固定資
産の減価償却費などです。
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●貸借対照表から分かること
[資産の部]
●公共資産は、既存施設の老朽化があった一方、道路の改
修、舗装工事、（仮称）石畑防災広場用地取得を行ったこと
により、前年度比0.3％の増加となりました。
●投資等は、基金等のその他特定目的基金の公共施設建設
基金を取崩したことにより、前年度比0.9％の減少となりま
した。また、滞納整理の強化により、町税の滞納繰越分の
収入未済額が減少したことで長期延滞債権が減少してい
ます。
●流動資産は、財政調整基金積立金を取崩したことで、前年
度比2.4％の減少となりました。

[負債の部]
●固定負債（長期的なもの）は、地方債の元金の償還により、
前年度比5.9％の減少となりました。
●流動負債（短期的なもの）は、翌年度に償還予定の地方債
が増加したことにより、前年度比7.2％の増加となりました。

借　　　　　方
［資産の部］
１公共資産 
⑴有形固定資産 
　①生活インフラ・国土保全 
　②教育 
　③福祉 
　④環境衛生 
　⑤産業振興 
　⑥消防 
　⑦総務 
⑵売却可能資産 

１固定負債

⑴地方債   
⑵長期未払金   
　①物件の購入等   
　②債務保証又は損失補償   
　③その他   
⑶退職手当引当金   
⑷損失補償等引当金   

２流動負債

⑴翌年度償還予定地方債   
⑵短期借入金（翌年度繰上充用金）   
⑶未払金   
⑷翌年度支払予定退職手当   
⑸賞与引当金   

１公共資産等整備国都補助金等   
    
２公共資産等整備一般財源等   
    
３その他一般財源等   
    
４資産評価差額   
    

151億8,755万円

447億8,547万円

△10億9,363万円

2億4,434万円

5億 626万円
0円

5億7,649万円
0円

7,751万円

52億1,759万円
6億2,227万円

0円
0円

6億2,227万円
16億4,904万円

0円

２投資等
⑴投資及び出資金  
　①投資及び出資金  
　②投資損失引当金  
⑵貸付金  
⑶基金等  
　①退職手当目的基金  
　②その他特定目的基金  
　③土地開発基金  
　④その他定額運用基金  
　⑤退職手当組合積立金  
⑷長期延滞債権  
⑸回収不能見込額  

３流動資産
⑴現金預金 
　①財政調整基金 
　②減債基金 
　③歳計現金 
⑵未収金 
　①地方税 
　②その他 
　③回収不能見込額 

33億 150万円
27億7,280万円
1億2,946万円
3億9,924万円
5,055万円
6,699万円
18万円

△1,662万円

1,868万円
1,868万円

0円
0円

51億8,197万円
0円

51億8,197万円
0円
0円
0円

2億 720万円
△5,108万円

公共資産合計 590億6,407万円

投資等合計 53億5,677万円

流動資産合計

資産合計 677億7,289万円

貸　　　　　方
［負債の部］

［純資産の部］

負債 ・ 純資産合計 677億7,289万円

33億5,205万円

固定負債合計 74億8,890万円

流動負債合計 11億6,026万円

負債合計 86億4,916万円

 純資産合計 591億2,373万円

588億9,531万円
289億2,668万円
199億9,003万円
25億8,849万円
11億3,002万円
2億  523万円
8億2,519万円
52億2,967万円
1億6,876万円

[純資産の部]
●純資産は、［資産の部］から［負債の部］を引いたもので
あり、前年度比0.7％の増加となりました。
●資産の部における公共資産と投資等の合計644億
2,084万円に対して、約24％を国都補助金等、約6％を
地方債などで賄い、残りの約70％を一般財源により負
担してきたことになります。
●その他一般財源等のマイナス10億9,363万円は、平成
28年度以降の負担額として、使途がすでに拘束されて
いることになります。マイナス額が大きいことは好ましい
ことではありませんが、多くの自治体がマイナスになる
と言われています。

　貸借対照表とは、町の資産（建物や土地など）や負債（町の借金）などの状況を一覧表にまとめた報告書のことで、借方と貸
方が同額になって釣り合うことから、バランスシートと呼ばれています。
　これを見ると、町が資産をどのくらい保有し、その資産を得るためにどのくらい国や都から補助金をもらったり、借金をした
りしたのかが分かります。

◎分析
　資産の部では、資産合計は前年度比でほぼ同額となりまし
た。負債の部では、固定負債の減少で、負債の部合計は前年
度比4.3％の減少となりました。資産合計に占める負債合計は
約12.8％と、前年度に比べて0.5ポイント減少しています。

貸借対照表（バランスシート）

（平成27年4月1日～平成28年3月31日）

平成27年度
町の財政状況（財務諸表） 問合せ　企画課　　557―7483
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